
      平成１７年６月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

写真撮影用ボックス 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 この機器は写真撮影用のボックスで、被撮影物から影が発生しないように、合計

８個のランプがボックス内の異なる面に備え付けられている。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ボックスは直方体で、前面には撮影用の開口部がある。左右側面外部には持ち運

び用のハンドルが取り付けられている。ボックス内部前面に４個、上面に２個、左

右側面に１個ずつ、合計８個のＥ２６ベースの安定器付き蛍光ランプが備え付けら

れている（白熱電球を使用すると、ランプの発熱によりボックス内の温度が上昇す

るため、白熱電球に交換することができない旨の表示がある。）。各ランプの点灯・

消灯のためのスイッチがボックス外部の上面に備えられている。ランプは１８Ｗと

７Ｗの２種類を使い分けている。 

 

 定格：１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ、１００Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

写真機器店、写真スタジオ等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「その他の放電灯

器具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 内部に使用するランプが蛍光ランプ専用である旨の表示があり、蛍光ランプの口

金がＥ２６で、電子式安定器を内蔵するものであることから、ボックス全体で「そ

の他の放電灯器具」として取り扱う。 

 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


